
島本町ふれあいセンター等管理業務に関する年度協定書 

 

島本町（以下「町」という。）及びシダックス大新東ヒューマンサービス株式会社（以下「指定管理者」という。）は、

島本町ふれあいセンター及び緑地公園住宅集会所の管理運営に関する業務（以下「管理業務」という。）について、次の

とおり年度協定を締結する。 

  

（目的） 

第１条 この年度協定は、平成２８年１１月２８日に町及び指定管理者が締結した島本町ふれあいセンター等管理業務に

関する基本協定書（以下「基本協定」という。）の規定に基づき、令和３年度の管理業務の実施に関し必要な事項を定

めることを目的とする。 

（誓約書の提出） 

第２条 指定管理者は、自己が暴力団等（島本町暴力団排除条例（平成２６年島本町条例第８号）第２条第１号に規定す

る暴力団、同条第２号に規定する暴力団員及び同条第３号に規定する暴力団密接関係者をいう。）でないことを表明し

た誓約書を町に提出しなければならない。ただし、町が不要と認める場合は、この限りでない。 

（指定管理料） 

第３条 令和３年度分の指定管理料の額（次条及び第５条第１項において「年度指定管理料額」という。）は金１１９，

９６１，１０８円（消費税及び地方消費税を含む。）とし、各月分の指定管理料の額は金９，９９６，７５９円とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、令和３年度分の光熱水費の額及び１件につき１０１，８５２円未満の修繕料の総額を合計

した額が、３９，１１１，１２０円を超える場合にあってはその超える額を町が指定管理者に支払うものとし、３９，

１１１，１２０円を超えない場合にあってはその超えない額を指定管理者が町に返還するものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、令和３年度中に購入した消毒液の量が

増加した場合において、消毒液の購入費の額が６９，５２０円を超える場合にあってはその超える額を町が指定管理者

に支払うものとする。 

４ 年度の途中で指定管理料の額を変更すべき特別な事情が生じたときは、その都度、町及び指定管理者が協議して定め

るものとする。 

（履行補償保険） 

第４条 指定管理者は、町を被保険者として、年度指定管理料額の１００分の１０に相当する額以上を填補する履行補償

保険に加入しなければならない。この場合において、指定管理者は、当該履行補償保険に加入後、直ちにその保険証券

を町に寄託しなければならない。 

 （指定の取消しに伴う損害賠償） 

第５条 指定管理者は、基本協定第３２条第１項の規定による指定管理者の指定の取消し（次条及び第１１条において「指

定の取消し」という。）が行われた場合には、基本協定第２９条第１項の規定により、損害に相当する金額として年度

指定管理料額の１００分の１０に相当する額を町に支払うものとする。 
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２ 前項の場合において、保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、町は、当該保証金又は担保

をもって前項の規定による支払金に充当することができる。 

（町の補償責任の免除等） 

第６条 町が指定の取消しを行った場合又はこの年度協定の終了後においても、町は、指定管理者に対していかなる便宜

も供与しないものとし、指定管理者は、これに対して何らの異義を申し立てないとともに、一切の便宜を要求しないも

のとする。 

（協定の変更） 

第７条 町及び指定管理者は、管理業務の内容等を変更する必要が生じたとき又は経済情勢の変動、不可抗力その他予期

することのできない事由によりこの年度協定に定める条件が不適当になったときは、協議してこの年度協定を変更する

ことができる。 

 （障害者差別解消法の遵守） 

第８条 指定管理者は、管理業務を実施するにあたっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成２５

年法律第６５号）第７条の義務を遵守しなければならない。 

 （疑義の決定等） 

第９条 この年度協定に関し疑義のあるとき又はこの年度協定に定めのない事項については、その都度、町及び指定管理

者の協議により決定するものとする。 

 （裁判管轄） 

第１０条 この年度協定に関して発生した紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

（有効期間） 

第１１条 この年度協定の有効期間は、令和３年４月１日から令和４年３月３１日までとする。ただし、町が指定の取消

しを行ったときは、その日をもってこの年度協定は、失効する。 

 

 この年度協定の締結を証するため、本書２通を作成し、町及び指定管理者がそれぞれ記名押印の上、各自その１通を保

有するものとする。 

 

令和 ３ 年 ４ 月 １ 日 

町  大阪府三島郡島本町桜井二丁目１番１号 

                              島 本 町 

                              代表者 島本町長 山 田 紘 平  ㊞ 

 

                       指定管理者  東京都調布市調布ヶ丘三丁目６番地３ 

                              シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 

                               代表取締役 関 口 昌太朗     ㊞ 


